
運転免許証再交付手続き案内
（令和５年２月１日現在）

申 請 場 所 運転免許センター 警察署（分庁舎を含む）
即日交付（約２時間） 後日交付（約２週間）

受付時間等 ８：３０～１１：００ ８：３０～１２：００
１３：００～１５：００ １３：００～１６：００

※住所地以外の警察署でも手続き可能

※土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12/29～1/3)は受付をしません。

・運転免許証（汚損・破損・暗証番号の変更等による再交付の場合）
・手数料２,２５０円
・身分証明書（個人番号カード、パスポート、住民票の写し、健康保険証、学生証等の

うちいずれか１つで有効期限のあるものについては有効期限内のもの）

※コピー不可、通知カード不可

※住民票の写し(コピー不可)は、６ヶ月以内に発行されたもの

必要書類等 ・申請用写真1枚(警察署で手続きをされる場合のみ必要で、運転免許センターでは不要)
縦３㎝、横２、４㎝、６ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で人物が

鮮明なもの。

なお、医療上又は宗教上の理由がある場合は、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を覆う医

療用の帽子(つばのないもの)・かつら・ウイッグ・スカーフ等の使用を認めています。

事前にご相談ください。

※運転免許証のＩＣ化に伴い、ＩＣチップに記録した個人情報を保護するため、暗証番号

(４けたの数字２組）の設定が必要です。あらかじめ準備しておいてください。

注意事項
１ 再交付申請と同時に記載事項変更の申請もできます。

※本籍(国籍等)・氏名に変更がある場合:本籍(国籍等)記載の住民票の写しが必要【提出】

※住所に変更がある場合:新住所が確認できる住民票の写し又は健康保険証等が必要【提示】

※氏名に旧姓を併記する場合：旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載された個人番号カード【提示】

（注１）記載事項変更に必要な確認書類等はコピーは不可。

（注２）住民票の写し(コピー不可)は、６ヶ月以内に発行されたもの。

（注３）県外からの転入手続きと同時に再交付申請される方は、通常の再交付申請のみの場合よりも

時間がかかりますので、早めに受付してください。

２ 再交付申請と同時に更新手続きもできます。(更新手続きができる場所での再交付申請に限ります)

・優良運転者、高齢運転者⇒住所地の警察署、住所地以外の奈良県内の警察署（橿原警察署を除く。）

及び奈良県運転免許センター

・一般運転者 ⇒住所地の警察署（橿原警察署を除く。）又は奈良県運転免許センター

・違反運転者、初回運転者⇒奈良県運転免許センターのみ

参考：手続きができる曜日・時間は、手続きされる場所によって異なります。

奈良県内の警察署⇒８：３０～１２：００、１３：００～１６：００(平日のみ)

奈良県運転免許センター⇒８：３０～９：３０、１３：００～１４：００(平日及び日曜日)

※土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12/29～1/3)は受付をしません。

ただし、県外からの転入の方で再交付申請と同時に更新手続きをされる場合は、手続きに時間がかかり

ますので、早めに受付してください。

※ 免許センターで再交付される方の免許証の写真はセンターで直写撮影していますが、希望が

あれば、提出写真で免許証を作成することができます。ただし、免許証の交付は通常の交付より

約１～２時間遅れる場合があります。

また、不適当な写真を提出された場合は受付できませんので、センターで直写撮影を行うか、

別の写真の提出をお願いする場合があります。

問い合わせ先
奈良県警察本部交通部運転免許課

〒６３４－０００７ 奈良県橿原市葛本町１２０番地の３
ＴＥＬ ０７４４－２２－５５４１
ＦＡＸ ０７４４－２２－５６８５


